
別紙様式10

別記様式第10 （第11条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日

内閣総理大臣 殿

1
l
L－ ‐一

住 所

氏 名

電話番号

相澤恵一

| －~－=‐ ’

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

1 （ふりがな）

氏 名

’

四

相 澤恵 一
『

|年田 ■■2生 年 月 日 日

3雛職時の官職 仙台地方検察庁検事正

H 25 年 7

H 26 年 l

渋谷公証役場

公証業務

公証人

4雛 職 日 月 5 日
／

月 15 日 ノ5再 就 職 日

6再就職先の名称

7再就職先の業務内容

8再就職先における地位

9求 職 の 承 認 の 有 無

10官民人材交流センターの援助の有無

耐
一
脈

鉦
小
笠
へ
一
回

回

(記載上の注意）

口のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。

■



別紙様式10

（別添）

、菰訓｜ (鋤退職科(8)退職事由(A)種別 z | (D)職の級’(D)識務の級 ||受付隼月B|受付年月日(E)俸給の特別鯛整額
の区分(C)俸給表

~ﾏｰ『融一錘蝿 ’

⑨



別記様式第10（第11条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

｜年■■月■■日

内閣総理大臣 殿

’住 所

氏 名

電話番号

谷岡孝範

1 －一

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

I
’

霊弓晶■ F甲ア

1 （ふりがな ）

氏 名

剖溌'9紐 ‘貝’
q

谷 岡 孝 範

｢一2生 垂 月 日 日

3雛職時の官職 山形地方検察庁検事正

H 26 年 4

H 26 年 6

尼崎公証人合同役場

公証事務

公証人､

4雛 職 日 日
日

ｕ
２

月
月5再 就 職 日

6再就職先の名称

7再就職先の業務内容

8再就職先における地位
■

9求 職 の 承 認 の 有 4癖
夕も、、 鮪
一
曲

鉦
へ
錘
へ
一
回

回

10官民人材交流センターの援助の有無

(記載上の注意）
□のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。



(別添）

F犀給麦 ｜ (,)職の級｜
’

(D)職務の級(C)俸給表 ’
7

(E)俸給の特別鯛整額
の区分’ 受付年月日(B)退職事由(A)種別

’

a



別紙様式10

別記様式第10（第11条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日

内閣総理大臣 殿

’住 所

氏 名

電話番号

●

大野
壱
一
小

’
c二W 己=”。

示已

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

宙

1 （ふり がな ）

氏 名
大野 宗

子▽弓

團 歴
｡

2生 年 月 日

3離職時の宮職

4雛 職 日

5再 就 職 日

横浜地方検察庁検事正

H 26 年 1

H 26 年 9

霞ヶ関公証役場

日
日

９
週

月
月

6再就職先の名称

7再就職先の業務内容

8再就職先における地位

9求 職 の 承 認 の 有 無

10官民人材交流センターの援助の有無

｛
信

一
信

口
□

鉦
州
鉦
恥
一
回

回

(記載上の注意）

ロのついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。



別紙様式10

（別添）

(E)俸給の特別調整額
の区分賑艤’ 。)識務の級

一一一

｜
’ |’’ 受付年月日(8)退職事由(A)種別

’ III壷W､隻禰１

１ 鮒蠅 鰯
ー里KL- ．』一一

●



別記様式第10（第11条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日

内閣総理大臣 殿

I住 所

氏 名

電話番号

吉田広司

|’ I

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

1 （ふりがな ）

氏 名
－－

吉田広司

｜ 圏圓 醒生 年 月 日

雛職時の官職

離 職 日

再 就 職 日

再就職先の名称

再就職先の業務内容

再就職先における地位

２
ｌ
３
ｌ
４
ｌ
５
－
６
－
７
ｌ
８

神戸地方検察庁検事正

H 26 年 l

H 26 年 7

日本橋公証役場

公証業務

公証人

月
一
月

９
－
２

日
一
日

9求 職 の 承 認 の 有 口有 回無4癖
〃、、、

10官民人材交流センターの援助の有無| D有 同無

(記載上の注意）

ロのついた項目は該当する口の中にﾚ点を記入すること。



(別添）

’
(E)俸給の特別胴墜額
の区分’’ |’

■
■
■
■
■
■
■
■
■
車
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■’

’ (D)1職務の級(D)j職務の級 受付年月日(C)俸給表(B)退職事由(A)種別
ｄ

Ｂ

ｈ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｏ

Ｆ

－ 一一



別紙様式10

別記様式第10（第11条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日

内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

電話番号

加藤敏員
ｈ
Ⅱ

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の2螺2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

1 （ふり がな ）

氏 名

I磁剥剰職輔荊賑呼号1 i拙 ’w'、

加藤 敏員

■■年’ |月■■日2生 年 月 日

3雛職時の官職 高松地方検察庁検事正

H 26 .年7 月

H 26年8 月

神戸公証センター

公証業務

公証人

4雛 職 日 18 日
一

1 日5再 就 職 日

6再就職先の名称

7再就職先の業務内容

8再就職先における地位
－－

9求 職 の 承 認 の 有 "E
〃、、、 n有 同無

10官民人材交流センターの援助の有無 n有 同無

(記載上の注意）
□のついた項目は該当するロの中にレ点を記入すること。

醐鷺
■■■■■■d■■■ロ■■■

唖謝



別紙様式10

（別添）

|｜ 受付皐月固’受付年月日’
(E)俸給の特別調整額
の区分｢扉羅颪 ｜…(C)俸給表(B)退職事由 (D)職務の級職務の級(A)種別

■■■■■■

１
１ 一 ’

－



別紙様式10

別記様式第10（第11条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日

内閣総理大臣 殿

’蓉埖 ‘ェ蝿蕊灘辨睡住 所

氏 名

電話番号

門野坂修一

’寵臨侭題…y弾謂雰識曜

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、汝のとおり
届け出ます。

ｰ

設定､再沙醜訂 ,翻

罰馳翻1 （ふり がな ）

氏 名

漣藍戯撰1醒宰

門野坂修一

|年■ 園－匿2生 年 月 日

3雛職時の宮職 岸地方検察庁検事正

4離 職 H 26 年 6 月 2 日

H 26 年11 月 23 日

日

5再 就 職 日
■

6再就職先の名称 平塚公証役場

7再就職先の業務内容 公証業務

8再就職先における地位 公証人

9求 職 の 承 認 の 有 j癖
〃、、、 n有 同無

10官民人材交流センターの援助の有無 n有 同無

(記載上の注意）
ロのついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。



別紙様式10

(別添）

| (,職務の綴’(D)職務の級 ||受付年月日 ’受付年月日I (A)"| (3)"事由 ’(8)退職事由(A)種別
(E)俸給の特別鯛整額
の区分(c)俸給表

､1 －
０
１
１
１
－

屯

且
【■

■

９

ｌ

ｂ

‐

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｂ

Ｉ

ｉ

■

一函祠－

ゴ6
h


